
資料 5 

指定介護サービス事業者に対する業務管理体制の整備について 

 

 １．介護サービス事業者における業務管理体制の整備  

平成２０年の介護保険法改正により、平成２１年５月１日から、介護サービス事業者（以下「事業者」とい

う。）は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。 

令和３年４月１日から福島県が届出先となっていた事業者のうち、事業所が福島市内のみに所在する事

業者の業務管理体制の整備に係る届出先が福島県から福島市へ変更となりました。 

なお、この法改正に伴う、届出書の提出は必要ありません。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．介護保険事業者における業務管理体制の届出について 

（１）届出内容等 

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。 

〇 事業者の名称又は氏名 

〇 事業者の主たる事務所の所在地 

〇 事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名 

〇 法令遵守責任者の氏名、生年月日 

〇 法令遵守規程の概要（事業所等の数が 20以上の事業者に限る） 

〇 業務執行の状況の監査の方法の概要（事業所等の数が 100以上の事業者に限る） 

 

届出事項に変更があった場合・・・ 

届出事項に変更があった場合も変更届出書の提出が必要ですが、下記の場合は届出不要です。 

〇 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 

〇 法令遵守規程の字句の修正等、体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合 

 

事業所等の指定又は許可により届出先の区分が変更になる場合・・・ 

変更前の届出先及び変更後の届出先の双方に届出を行う必要があります。  

 

（２）提出方法 

① 電子申請で提出する場合 

厚生労働省の「業務管理体制の整備に関する届出システム」により、電子申請でご提出くださ

い。 
 

【業務管理体制の整備に関する届出システム URL】 

https://www.laicomea.org/laicomea/ 
 

※ 「業務管理体制の整備に関する届出システム」の操作方法については、下記 URL より操作マ

ニュアルをダウンロードのうえ、ご確認ください。 

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/fukushi-kansa/kenko/fukushi/

jigyosha/shinsekoshin/1332.html 
 

② 紙媒体で提出する場合 

上記URLより届出様式をダウンロード後、必要事項を記入し、下記提出先へ郵送又は窓口ま

でご提出ください。 

 

（３）提出先 

担  当 ：福島市 健康福祉部 福祉監査課 
住  所 ： 〒960-8601 福島市五老内町３番１号 

T E L  ： 024-5９７-６４６８ 

https://www.laicomea.org/laicomea/
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/fukushi-kansa/kenko/fukushi/jigyosha/shinsekoshin/1332.html
https://www.city.fukushima.fukushima.jp/fukushi-kansa/kenko/fukushi/jigyosha/shinsekoshin/1332.html


３．介護保険事業者における業務管理体制の確認検査  

業務管理体制整備に関する届出先となっている行政機関は、次の検査によって、これらの整備が適切に

行われているかを検査し、介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保を図ることとされています。 

 

（１）検査の種類 

一般検査・・・届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するため定期的に実施 

特別検査・・・指定介護サービス事業所等の指定取消処分相当事案が発生した場合に実施 

 

（２）検査の方法 

対象事業所においては、運営指導時の事前提出資料と併せて「業務管理体制の届出に関する報告

書」（様式は市ホームページに掲載）をご提出していただき、福祉監査課において確認します。 

 

福島市では、次のとおり原則一般検査を行うこととしています。 

◆時 期 運営指導と併せて実施 

◆方 法 対象となる事業者に事前に通知し、次のとおり実施します。  

1.書面検査 

2.聞き取り調査（1において不備があった場合） 

3.立入検査（2において改善が見込まれない場合） 

◆内 容  

〇 法令遵守責任者の立場、役割や業務内容、全職員への周知状況 

〇 法令遵守マニュアルの策定状況、全職員への周知状況 

〇 その他法令遵守の取り組み状況 など 

 

■福島市ホームページ 

ホーム > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 介護・福祉サービス事業者 > 介護事業者の皆様へ > 業務管理体制の整備

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■根拠法令等 

 

 

 



 

 


